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看護補助者処遇改善事業補助金に関するＱ＆Ａ（第２版） 

 

令和６年２月 27日 

※ 下線部は初版から追記した部分。 

 

１．対象医療機関 

１－１ 病院又は有床診療所のみを対象医療機関としている理由は何か。 

→ 本補助金は、令和６年度の診療報酬等同時改定での対応を見据えつつ、喫緊の課題

に対応するため、医療機関の中でも賃金水準が低い看護補助者の賃上げを補助するも

のです。このため、まずは人員基準や加算要件において看護補助者の具体的な配置が

求められている病院又は有床診療所を対象としています。 

 

１－２ 病院や有床診療所に併設された訪問看護ステーションは補助対象となるのか。 

→ 訪問看護ステーションは人員基準や加算要件において、看護補助者の配置を求めた

ものとはなっていないため対象とはなりません。 

 

 

２．処遇改善の対象となる範囲 

２－１ 実施要綱に定める「療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、移動等）、病室内の環

境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看

護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務」の全ての業務を

行う看護補助者でないと補助対象とならないのか。 

→ 一部の業務を行っている場合であっても、診療報酬の算定上、看護補助者の人数に

計上可能な業務に従事しているのであれば、補助対象に含めることができます。 

 

２－２ 非常勤職員も対象となるのか。 

→ 実施要綱にも記載のとおり、非常勤職員も対象となります。なお、補助基準額の算

定において、非常勤職員は勤務時間等に応じて常勤換算した数を計上することにな

ります。 

 

２－３ 委託職員や派遣職員など、対象医療機関との間に直接の雇用関係がない者も対象とな

るのか。 

→ 対象医療機関との間に直接の雇用関係がない者は対象とはなりません。 

 

２－４ 令和６年３月以降に採用された看護補助者についても補助対象に含めることができるの

か。 

→ 例えば、基本給表により給与を定めている場合などにおいて、明確に賃上げ開始前

に同等の条件で採用された場合と比較して賃金改善がなされていることが確認できる

のであれば、補助対象に含めることができます。 



 

2 

 

２－５ 看護職員等処遇改善事業補助金では、医療機関の判断により看護職員以外の他職種の

賃金改善分も補助対象に含めることができたが、今回の看護補助者処遇改善事業補助金

でも、医療機関の判断により看護補助者以外の職種の賃金改善分を補助対象に含めるこ

とができるのか。 

→ 本補助金の対象は看護補助者のみであり、他の職種の賃金改善分については補助対

象に含めることはできません。 

 

２－６ 当院では、新卒の看護師を採用する場合、４月に看護師免許が交付されるまでの間は、

看護補助者として雇用している。これらの者に対する賃金改善分を補助対象に含めること

ができるのか。 

→ 看護師として雇用される予定である者であれば、一時的に看護補助者の業務に従事

している者と判断されるため、補助対象に含めることはできません。 

 

２－７ 診療報酬において「主として事務的業務を行う看護補助者を配置する場合は、常時、当

該病棟の入院患者の数が 200又はその端数を増すごとに１以下であること。」と規定されて

いるが、主として事務的業務を行う者であっても補助対象に含めることができるという理解

でよいか。 

→ 看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、主として事務的業務を行う者で

あれば、補助対象に含めることができます。 

 

２－８ 病棟クラーク等の名称であっても補助対象に含めることができるのか。 

→ 看護補助者の処遇をもって雇用されており、実施要綱４に記載の看護補助業務に専

ら従事する者であれば、職名を問わず補助対象となります。 

 

２－９ 地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟に勤務する看護補助者は補助対象となる

のか。 

 → 地域包括ケア入院医療管理料を算定している病棟は、「A308-3 地域包括ケア病棟入

院料の「注４」に規定する看護補助者配置加算又は看護補助体制充実加算」が算定可

能であり、当該加算を算定している場合には補助対象となります。 

 

２－10 令和６年２月１日時点において、実施要綱に掲げる診療報酬を算定している施設であれ

ば、当該施設に勤務する全ての看護補助者が補助対象となるのか。 

→ 実施要綱に掲げる診療報酬を算定している施設において、診療報酬を算定する病棟

以外（外来など）で勤務する看護補助者は、補助基準額の算定対象とはなりません

が、実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病棟以外で勤務する看護補助者を処遇改善

の対象に加えることも可能です。 

  この場合、処遇改善報告書の「上記、診療報酬を算定する病棟以外で勤務する看護

補助者の数及び賃上げ額」の（D）欄（令和６年２月から５月までの各月において各

病棟で勤務する看護補助者の常勤換算数の平均値）及び（G）欄（補助対象期間（令
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和６年２月１日～５月 31日）における各病棟で勤務する看護補助者の実際の処遇改

善額）に記載いただくことで、補助金を申請することが可能です。 

→ ただし、実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病棟に勤務する看護補助者の数に基

づき算定された補助金の範囲内で、賃金改善を実施することとなります。 

 

２－11 介護報酬のみを算定しているデイケア外来で勤務する看護補助者については補助基準

額の算定対象とはならないが、補助対象には含めることができるという理解でよいか。 

→ 実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病棟以外で勤務する看護補助者を処遇改善の

対象に加えることも可能です。 

この場合、処遇改善報告書の「上記、診療報酬を算定する病棟以外で勤務する看護補

助者の数及び賃上げ額」の（D）欄（令和６年２月から５月までの各月において各病棟

で勤務する看護補助者の常勤換算数の平均値）及び（G）欄（補助対象期間（令和６年

２月１日～５月 31日）における各病棟で勤務する看護補助者の実際の処遇改善額）に

記載いただくことで、補助金を申請することが可能です。 

→ ただし、実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病棟に勤務する看護補助者の数に基

づき算定された補助金の範囲内で、賃金改善を実施することとなります。 

 

２－12 育休・産休・病休中の看護補助者も補助対象となるか。また、対象とする場合はどのよう

に算定すればよいか。 

→  育休・産休・病休中の看護補助者についても給与の支払いがあれば対象となります。

常勤換算の取扱いについては、「医療法第 25 条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱」

（平成 13年６月 14日医薬発第 637号・医政発第 638号医薬局長・医政局長連名通知）

における別紙「常勤医師等の取扱いについて」の「３.常勤医師の定義と長期休職者等

の取扱い」を参考にしてください。 

 

 

３．賃金改善の方法 

３－１ 本補助金を受給するためには、２月に賃金改善を実施する必要があるのか。 

→ 本補助金は、令和６年２月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的 

としているため、原則として、対象医療機関においては、令和６年２月中に、賃金改 

善を実施する旨の用紙の記載事項である「賃金改善の開始（予定）時期」及び「賃金 

改善の方法」を判断いただく必要があります。 

なお、就業規則等の変更に時間を要する場合は、同年４月までに一時金等により２ 

月分及び３月分の賃金改善分を支給することも可能としています。 

 

３－２ 「賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」とはどのような範囲を指すの

か。 

 → 「賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分」には、次のものを含みま

す。 
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   ・ 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労

災保険料等における、賃金改善に応じた事業主負担増加分 

   ・ 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分 

   法定福利費等の事業主負担分については、以下の算式により算定した金額を標準と

することとしていますが、対象医療機関の実情に応じて、以下の算式以外の合理的な

方法に基づく概算によって算定することもできます。 

＜算式＞ 

   「前事業年度（令和６年４月が属する事業年度の前の事業年度）における法定福利

費等の事業主負担分の総額」÷「前事業年度における賃金の総額」×「賃金改善

額」 

 

３－３ 全ての看護補助者について一律に 6,000円の賃金改善を行わなければいけないのか。 

 → 全ての看護補助者について、一律の金額で賃金改善を行わなければならないもので

はなく、看護補助者の経験・職務内容等に応じて、個別の看護補助者の賃金改善額を

決定することができます。 

 

３－４ 実施要綱に掲げる診療報酬を算定する病院に勤務する看護補助者のうち、一部の病棟

の職員に限って賃金改善を行う場合も補助対象となるのか。 

 → 本補助金は、他の医療関係職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護

補助者の処遇改善を行うことを目的とするため、全ての看護補助者について賃金改善

を行うことが望ましいですが、病院の実情に応じて、一部の看護補助者に限って賃金

改善を行った場合でも補助対象となります。 

 

３－５ 当医療機関においては、非常勤職員については、基本給等を翌月払いしている。このた

め、例えば、看護補助者である非常勤職員の５月分の基本給等について賃金改善を図った

場合、改善後の基本給等の支払い自体は６月になる。このような場合でも補助対象としてよ

いのか。 

→ 本ケースの医療機関で勤務する非常勤職員についていえば、令和６年２月分から５

月分までの賃金改善分として翌月（令和６年３月から６月）に支払われるものについ

ては補助対象とすることが可能です。 

 

３－６ 本補助金に基づき「決まって毎月支払われる手当」として支払う場合に、その金額を超過

勤務手当（割増賃金）や賞与に反映させる必要はあるのか。 

→ 使用者は労働基準法第 37条による時間外労働や休日労働を行わせた際には、法定

の割増賃金（超過勤務手当）を支払う義務があり、労働基準法第 37条第５項及び労

働基準法施行規則第 21条で列挙されている手当（通勤手当、家族手当、別居手当、

子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払わ

れる賃金）に該当する賃金以外の賃金は、割増賃金（超過勤務手当）の基礎となる賃

金に算入する必要があります。 
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 よって、上記手当に該当しない限り、割増賃金（超過勤務手当）の基礎となる賃金

に算入して割増賃金（超過勤務手当）を支払う必要があります。本補助金に係る「決

まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないこと

から、割増賃金（超過勤務手当）の基礎となる賃金に算入して割増賃金（超過勤務手

当）を支払う必要があります。 

 なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させる

か否かは、各医療機関の定めにより決まることになります。 

 

３－７ 賃上げを実施した後に、引き上げた賃金水準を低下させた場合、補助対象となるか。 

→ 本事業の目的は、看護補助者の確保及び定着を促進するため、賃上げ効果が継続さ

れる取組を行うことを前提として実施するものであるため、基本的には引き上げた水

準を維持していただくものと考えております。 

 

３－８ 実施要綱６（４）には、「本事業による賃金改善の合計額は、原則として、基本給又は決ま

って毎月支払われる手当の引上げに充てること。」とされているが、「基本給又は決まって

毎月支払われる手当」の引上げに伴う超過勤務手当の増額分についても処遇改善額に含

めてよいか。 

→ 含めてよいです。この場合、処遇改善報告書の（G）欄（補助対象期間（令和６年２

月１日～５月 31日）における各病棟で勤務する看護補助者の実際の処遇改善額）に含

めて記載してください。 

 

３－９ 当医療機関では基本給等を翌月払いしているが、令和６年２月から５月までの賃金改善

とは、２月から５月までの勤務実績に対する賃金を改善することをいうのか。 

→ お見込みのとおりです。例えば、毎月１６日から翌月１５日までの１ヶ月間を給与

計算期間とする医療機関の場合、２月１日から５月３１日までの勤務実績における賃

金改善額を、日割り計算等の合理的な方法により算出してください。 

 

 

４．補助金の申請・交付 

４－１ 本補助金を受給するためには、処遇改善報告書の提出だけではなく、２月中に賃金改善

を実施する旨の用紙の提出を求める理由は何か。 

→ 本補助金は、令和６年２月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的

としているため、対象医療機関に対して、令和６年２月中に賃金改善を実施する旨の

用紙の提出を求めています。 

 

４－２ 令和６年２月中に都道府県に対して提出することとされている賃金改善を実施する旨の

用紙の提出は、メール等によって提出することも可能か。 

 → 都道府県の指示に基づき、メール等での提出も可能です。 
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４－３ 賃金改善を実施する旨の用紙に記載した賃金改善の方法や時期と実際の賃金改善の内

容に相違が生じた場合も補助対象となるのか。 

→ 実施要綱に定める要件に該当する範囲で賃金改善を実施する場合は対象となりま

す。 

 

４－４ 当医療機関では基本給等を翌月払いしているが、令和６年５月勤務分を令和６年６月の

給与支給日に支給した後に、賃金改善実施報告書を提出するとなると７月中の提出になる。

この場合、給与支給日より前の日において、処遇改善報告書を提出してよいか。 

→ 処遇改善報告書については、実際の給与支給日の前であっても、各医療機関におい

て、令和６年５月の賃金改善の実績が決定した段階で提出いただいて構いません。 

 

４－５ １つの病棟で病床毎に異なる診療報酬を算定している場合、患者数及び看護補助者数

はそれぞれどのように計上すればよいか。 

→ 患者数は算定する報酬毎に記載してください（例えば、A207－3の欄には、A207－ 

 3を算定する病床の患者数を記載してください）。平均看護補助者数については、勤 

務日数（時間数）や病床数等、医療機関が合理的に説明できる方法により按分した数 

を記載してください。なお、常勤換算後において、同一職員に対する常勤換算数の合 

計が 1を超えないように、適切に計上してください。 

 

 

５．都道府県・市町村における対応 

５－１ 都道府県においては、どのように予算措置を行えばよいのか。補正予算を組む必要があ

るのか。また、条例改正等の手続は必要なのか。 

 → 国において、本補助金の令和６年度への繰越手続を行った上で、都道府県におい

て、令和６年６月以降、交付申請の受付や対象医療機関に対する補助金の交付決定を

行っていただくスケジュールを予定しています。このため、本補助金の執行に係る予

算については、必ずしも補正予算を組んでいただく必要はなく、来年度（令和６年

度）の当初予算の中で、予算措置を行っていただくことが必要です。なお、本補助金

の執行に当たっては、必ずしも条例を改正いただく必要はありません。 

   なお、公立医療機関が対象医療機関である場合については、当該公立医療機関にお

ける賃金改善のための対応が別途必要になると考えられます。具体的には、令和６年

４月分以降の賃金改善のための来年度（令和６年度）の当初予算の措置のほか、令和

６年２月・３月分の賃金改善に係る今年度補正予算による措置や、賃金改善のための

条例改正などが必要になると考えられますので、所要の対応を進めてください。 

 

５－２ 市町村においては、予算措置等の対応は必要なのか。 

 → 市町村立病院などの公立医療機関が対象医療機関である場合については、当該公立

医療機関における賃金改善のための対応が必要と考えられます。具体的には、令和６

年４月分以降の賃金改善のための来年度（令和６年度）の当初予算の措置のほか、令
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和６年２月・３月分の賃金改善に係る今年度補正予算による措置や、賃金改善のため

の条例改正などが必要になると考えられますので、所要の対応を進めてください。 

 


